
機能訓練室でリハビリしませんか
　理学療法士などによる機能訓練。高次
脳機能障がいにも対応しています。障害
福祉サービス受給者証が必要です。
区内在住の18歳～おおむね64歳で、

主治医から訓練が適当と判断された方
さぽーとぴあ

　☎5728－9435　 5728－9438
志茂田福祉センター
　☎3734－0764　 3734－0797

児童手当（2月定例）
振り込みのお知らせ

　令和6年12月～7年1月分を、2月7日
に振り込みます。金融機関によっては2・
3日入金が遅れる場合があります。
※令和6年10月分から児童手当の制度が
改正されました。改正後の10月分から
受給するためには、3月31日
までに申請が必要です。申請
がお済みでない方は至急手続
きをお願いします。詳細は区
HPをご覧ください
子育て支援課こども医療係

　☎5744－1275　 5744－1525

保育ママ4月1日からの
利用申し込み

区内在住で次の全てに該当する方
①1か月に48時間以上の就労がある（就
労内定、1か月以内に復職見込みも可。
求職中の方は最長3か月）か出産予定（出
産予定月を含む前後2か月）が
ある
②お子さんが令和5年4月2日
～7年2月17日生まれで健康
（食物アレルギーがない）
③保育ママの親族（3親等以内）でない
●申込期間　2月25日～3月7日
問合先へお子さんをお連れの上、母子

手帳、就労証明書を持参　
※就労証明書は、保育園入園申請時に提
出したものが有効期間内の場合は省略可
保育サービス課保育指導担当

　☎5744－1643　 5744－1715

認可外保育施設等利用に伴う
施設等利用給付認定の申請
区内在住で次の全てに該当する方

①認可外保育施設などを利用しているか
利用予定の方
②令和7年4月1日時点のお子
さんの年齢が3歳児クラス以
上＝保護者の就労などにより
家庭で保育を受けられない
2歳児クラス以下＝住民税非課税世帯で
保護者の就労などにより家庭で保育を受

けられない
2月3日～3月7日（必着）に問合先へ必

要書類（区HPから出力）を郵送か持参
保育サービス課保育利用支援担当

　☎5744－1280　 5744－1715

保育サービスアドバイザーの相談
1オンライン個別相談
2月13日㈭、3月12日㈬　

※実施時間は区HPをご覧ください
先着各6組
電子申請

2保育所入所申請に関するオンライン説
明会
2月26日㈬　

※実施時間は区HPをご覧ください
先着30名程度　
電子申請

3窓口相談（予約制）
月～金曜（休日を除く）、

午前8時30分～午後4時
問合先へ電話。電子申請も可

4電話相談
月～金曜（休日を除く）、午前8時30分

～午後4時
◇1～4いずれも◇

出産予定の方、乳幼児の保護者
保育サービス課保育利用支援担当

　☎5744－1617　 5744－1715

後期高齢者医療保険料の
納め忘れにご注意ください

　納期限は、原則、毎月末日です。納期
限までに納付してください。
国保年金課後期高齢者医療収納担当　

　☎5744－1647　 5744－1677

空家等対策審議会
2月20日㈭午後2時～4時
蒲田地域庁舎
先着10名
当日会場へ
建築調整課空家対策担当

　☎5744－1301　 5744－1558

大田区障がい施策推進会議
2月27日㈭午後1時30分～3時30分
蒲田地域庁舎
先着5名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。2

月13日締め切り　※手話通訳希望は申
し込み時にお伝えください
障害福祉課障害者支援担当　

　☎5744－1700　 5744－1592

おおた介護のお仕事
就職相談・面接会

　区内6介護事業者とその場で面接がで
きます。さまざまな職種について相談も
できます。
2月12日、3月12日㈬午後

2時～4時30分
問合先へ電話
ハローワーク大森

　☎5493－8790

＋WORK（内職）出張相談会
区内在住の方
2月18日㈫午前9時30分～

11時30分
ハローワーク大森
問合先へ電話
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6126　 3733－6459

特別区（東京23区）職員
～Ⅰ類（SPI早期枠)～

平成6年4月2日～16年4月
1日生まれの方
●第一次試験日　
3月4日㈫～17日㈪のうち受
験者が選択する日
電子申請。2月5日午前10時～18日午

後5時受信有効
特別区人事委員会事務局任用課

　☎5210－9787　 5210－9708

大田区シルバー人材センター
入会説明・登録会

　自身の知識と経験を生かし、
地域で働いてみませんか。
区内在住の60歳以上の方
①2月6日㈭②2月17日㈪午

前9時～10時30分、午前10時
30分～正午③2月18日㈫午後1時30分～
3時、午後3時～4時30分
①②問合先③池上会館
先着①②各15名③各18名
問合先へ電話。①②電子申請も可。開

催日の3営業日前締め切り
（公社）大田区シルバー人材センター
　☎3739－6666　 3734－0722

大田区勤労者共済会員
　福利厚生サービスや各種慶
弔見舞金を受けることができ
ます。
次のいずれかに該当する方

①区内の工場・商店・事務所
などの中小企業で働く事業主と従業員
②区内在住で、区外の中小企業で働く従
業員
入会金200円、月額500円
問合先へ申込書（問合先で配布。勤労

者共済HPからも出力可）と必要書類を郵
送か持参
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6107　 3733－6122

大田区食品衛生監視指導計画（案）
へのご意見

●閲覧・意見書募集期間　
2月1～21日
●閲覧場所
区HP、問合先、区政情報コー
ナー
●意見書の提出方法　
問合先へ郵送かFAXかEメールか持参
生活衛生課食品衛生担当

　☎5764－0697　 5764－0711

（仮称）大田区DX推進計画
（令和7～10年度版）（案）への

ご意見
●閲覧・意見書募集期間　2月1～20日
●閲覧場所　区HP、企画課、区政情報
コーナー、特別出張所
●意見書の提出方法　
電子申請。問合先へ郵送か
FAXも可
情報政策課情報政策担当

　☎5764－0613　 5764－1216

大田区景観審議会区民委員
区内在住か在勤の18歳以

上で、平日の会議に出席でき
る方
●任用期間　
6月1日～令和9年5月31日
●募集人数　3名以内
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ申込書（問合先で配布。区HP

からも出力可）と論文を郵送か持参。電
子申請も可。2月28日必着
都市計画課計画調整担当

　☎5744－1333　  5744－1530

地域力応援基金助成事業
　福祉、環境、まちづくり、
教育など公益性が認められ、
社会貢献につながる区民を対
象とした非営利事業に助成金
を交付します。
①スタートアップ助成＝区民活動情報

サイトに登録し、申請時に設立から6年
を経過していない団体
②ステップアップ助成＝区民活動情報サ
イトに登録し、申請時に設立から2年以
上の団体
●対象事業の期間
4月1日～令和8年3月31日
●助成金額（上限）
1団体①20万円②40万円
※申請に関する相談は随時受け付け（予
約優先）
問合先へ事前連絡の上、申請書（問合

先で配布。区HPからも出力可）と必要書
類を持参。①2月26日②3月5日締め切り
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1204　 5744－1518

2月7日は「北方領土の日」
　令和6年度北方領土に関するキャッチ
コピーの入選作品が決まりました。
●最優秀作品
「今も昔もこれからも北方領土は日本の
領土」
総務課総務担当

　☎5744－1142　 5744－1505

こどもまんなか応援サポーター
宣言を行いました

　12月15日に「こどもまん
なかアクション」リレーシン
ポジウムin大田区をこども家
庭庁と共催し、鈴木区長が全
てのこどもが幸せに暮らせる
「こどもまんなか社会」の実現に向けて、
こどもまんなか応援サポーター宣言を行
いました。
　今回のシンポジウムを契機に、地域・
社会全体でこどもたちや子育て家庭を支
えるさまざまな取り組みをさらに推進し
ていきます。当日のアーカイブ配信は区
HPをご覧ください。
子育て支援課経営計画担当

　☎5744－1780　 5744－1525

☎3734 0764 3734 0797
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